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2025確定～副知事回答・第１回幹事団交渉報告
独自号給廃止は若年層の生涯賃金引下げにつながる、全世代の問題です！
高齢層職員にさらなるマイナス提案！その一方でモチベーション維持のための具体案はなし
県労連は10月21日、2025確定交渉の副知事回答・第１回幹事団交渉を行いました。（詳細３頁）

どうやって中高齢層職員のモチベーションを維持するというのか？

　現在神奈川県の行政職１給料表は、４級～７級で国の俸給表に号給を追加した部分があります。

　今回当局はこの独自号給の廃止を提案しています。

　独自号給の廃止は、この間物価上昇率を下回る改定率に甘んじてきた中高年層職員の処遇をさらに引き下げるものです。
仮に、今回の廃止提案が通った場合、職員によっては月例給と一時金だけで、年額8万円程度の減額となる場合も考えられます。
このような過酷な提案をする一方で、そうした影響を被る中高齢層職員のモチベーションを維持するための具体案は、何ら示されていません。
これでは、まるで組織の崩壊を助長するようなものです。
県独自の職員構成から措置された経過を無視した今回の廃止提案

　また、若年層職員の将来の処遇にも悪影響を与えるものです。

　神奈川の独自号給は、国との職員構成の違いを理由に措置されてきました。

　６級（本庁ＧＬ・出先課長）以上はポスト数が決まっており、ポスト数を超えて昇格できません。

　かつての大量採用により、対象者数がポストを上回る状況が発生したため、まじめに働いていても５級に留め置かれる職員が発生しました（連動して４級に留め置かれる職員も）。

　最高号給まで達すると、その後は昇格するまで賃金引上げはありません。

　これを改善するために、神奈川では独自に号給を追加してきたのです。

　当面は採用数が少ない世代が対象となるため、独自号給に達する職員は減少すると思われますが、近年の大量採用を踏まえると、若年層職員は将来、４級、５級の最高号給に達する可能性が大です。

　つまり、独自号給を廃止することは、現在の中高年層だけでなく、若年層の将来の処遇を引き下げることになるのです。
この問題は全世代にわたる問題と捉え、自治労は撤回を強く求めていきます。
第1回交渉における、その他の課題
■再任用職員の処遇改善
県で働く職員のうち、再任用職員のみが約半分の一時金支給となっているなど、不当な待遇となっています。当局は国に動きがないことを理由にしていますが、早急に県独自での処遇改善に取り組むべきです。
■前職のある職員の昇格運用等の改善
現在、経験者採用を含めて前職のある職員の入庁が少なくありませんが、経験年数が長いほど、賃金が据え置かれた状態となり、モチベーションの低下を招きかねません。

県歴のみを重視した現行制度を見直し、前職での経験年数を十分評価した昇任昇格制度に改善されるべきです。
■会計年度任用職員の更新上限の撤廃
すでに国や他自治体では廃止されているにもかかわらず、「現時点で県民サービスに支障が生じていない」との理由で制度改善をしないのは問題です。非正規職員の雇用改善の観点からも撤廃すべきです。
■理由を問わない再採用制度の導入
国は来年度から運用を開始する予定です。人材確保の観点から、近年増加している若年退職者を含め、全ての中途退職者を対象とするべきです。

2025県労連賃金確定交渉第1回幹事団交渉報告
	課題
	県労連の要求・主張
	当局の回答・逆提案

	１.賃金水準の確保
	〇物価上昇による実質賃金の低下を考慮し、基本賃金についてはすべての職員の生活改善につながる水準に引上げ、プラス勧告をすみやかに実施し、年内に差額を支給すること。

○定年引上げをふまえ、55歳昇給停止を見直すこと。すべての在職者が定年まで昇給が可能になるよう号給の追加を行うこと。

○採用にあたっては、昇格運用または給与の格付けについて検討し、改善すること。とりわけ、研究職等の昇格運用の改善を図ること。

○昇格制度の変更を行う場合、賃金制度運用上の改悪とならないこと。

○給料表間の異動に伴う給与決定基準の改善を図ること。

○自動車等使用者に対する通勤手当等について、職員の負担軽減を図るため、距離区分・手当額、有料の駐車場利用を含めた改善を行うこと。

○鉄道・バスの利用距離が1ｋｍ未満であっても、通勤手当の支給対象とすること。

○勤勉手当の勤務成績に応じた区分の間差を拡大しないこと。
	○人事委員会から、給料表の引上げ及び期末勤勉手当を0.05月引上げるよう勧告された。給与改定に当たっては財政状況、透明性、説明責任を念頭に、勧告を尊重して話し合う。

○勧告の実施については、交渉課題全体の中で話し合いたい。

○勤勉手当の成績率は、間差は11.5のまま、すべての区分について1.25ずつ引上げたい。

○県の独自号給については、8年度末で給与カーブの見直しが終了することや、毎年総務省から見直し要請があること、人事委員会報告においても見直しが求められていることなどを踏まえ、R8.4から廃止したい。

○給料表異動を伴う教員の異動の場合、教育職給料表適用のまま行政の仕事ができるよう、R8.4から見直したい。
○扶養手当について、国が大学生の扶養親族の所得限度額をR8.4から年額150万円に引上げる検討をしており、詳細判明後話し合いたい。

○通勤手当について、国が見直しを検討している４点の課題（①交通用具使用の通勤手当の引上げ、②交通用具使用の距離区分の新設、③駐車場等利用の通勤手当の新設、④月途中採用の通勤手当の支給）について、詳細が分かり次第しかるべき場で話し合いたい。また、④の施行日については、県の実情に合わせた制度設計を行うため、R9.4に導入したい。

	２.再任用職員の賃金・労働条件
	〇再任用職員の賃金水準について、定年引上げをふまえ、改善を図ること。

○一時金の支給月数や生活に関連する諸手当を常勤と同様にすること。
	○再任用職員制度は、導入時の民間との均衡で作られ、人勧等で改善をしてきた。処遇に関する現場の声については、毎年度、総務省に改善すべきと申し入れをしている。

	３.臨時的任用職員、会計年度任用職員
	〇臨時的任用職員における、経験に応じた級・号給の格付けなど、常勤職員の昇格実態をふまえて改善すること。

〇通勤手当の改善を図ること。月の途中で採用された場合、日割り支給とすること。
○任用、雇用、基本報酬、格付け、一時金、扶養・住居手当などの生活関連手当の支給、労働条件について引き続き改善していくこと。

○継続雇用に努めるとともに、雇用更新年限を設定しないこと。また、いわゆるパートタイム労働法の主旨をふまえ、正規職員への転換措置を講じること。
○報酬の支給を当月払いとすること。また、差額については、職員と同様に速やかに支給すること。

○男女雇用機会均等法や労働法制などで民間の非正規労働者が保障されている諸権利について、同等の権利を保障すること。
	○月途中で採用された場合の通勤手当の支給について、国が見直しを検討していることから、しかるべき場で話し合いたい。施行日は、県の実情に合わせた制度設計を行うため、R9.4に導入したい。

○再任用職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の給与等については、国や他都道府県との均衡や民間法制を考慮して話し合い、措置してきた。
○地方公務員の休暇については、地方公務員法第24条第4項により国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない、との考えが基本になる。

○会計年度任用職員の報酬等の改定については、常勤職員の状況を踏まえ実施する。

○会計年度任用職員の再度任用が可能な回数について、国では見直しが行われたことは承知しているが、７月に該当職員を任用する所属の調査した結果、上限回数があることで県民サービスに支障が生じる職種はなかったため、現時点で撤廃は考えていない。

	４．労働時間の短縮・休暇制度の拡充
	○上限月45時間・年間360時間の時間外労働、在校等時間の適切な把握および上限規制を確実に遵守し、上限規制のあり方を含め検証を行うこと。

○事業の円滑な遂行を行うためにも年度によって定期人事異動の時期を変更しないこと。また、円滑な業務引継ぎ、庶務担当者の負担軽減、通勤手当の早期支給の観点からも人事異動時の内示時期を半月程度早めること。
	○時間外勤務月８０時間超職員ゼロの目標は今年も達成できなかった。改めて勤務時間を適切に管理し、長時間労働の是正に取り組む。

○人事異動内示については、退職者の整理、採用辞退の対応、欠員の配置調整など、直前まで様々な状況を考慮しなければならないため、大幅な早期化は困難。しかしながら、引継ぎ期間の確保の問題や、特に障害を持つ職員については、異動先の経路確認等の確認から、一層早期化が必要との要求もあるため、どのようにすれば少しでも早期化できるか検討しているところで、改めて提案する。

	５．仕事と家庭の両立支援の拡充
	○育児休業等について、取得要件の改善をはかるとともに、退職手当・一時金算定の在職期間から除算しないこと。

○子の看護等休暇における、要件・日数の拡大と対象年齢を引上げること。
	○休暇制度については昨年度で一定の整理がされたと認識。国との均衡を踏まえながら話し合っていきたい。

○事実婚や同性パートナーの育児休暇、子の看護等休暇、不妊治療休暇等について、取得できることとしたい。

	６．人材確保及び育成
	○公務職場への人材確保の視点から、初任給決定基準の改善を図り、すべての給料表で初任給を4号給引上げること。

○離職者の増加に対する抜本的な対策を講ずること。また、退職理由を問わない再採用制度を導入すること。
	○理由を問わない再採用制度の導入について、国の人事院報告では、柔軟な再採用制度を検討し、R8年度から運用を開始するとしているので、動向を注視しているところ。

	７．ハラスメント対策、障害者施策
	○県民等からの理不尽な対応等（カスハラ）の実態把握調査を継続して行うこと。また、カスハラにあった職員のストレス対応や事後のケアについて具体化すること。

○障害者差別解消法の施行による合理的配慮の提供義務について、当局は講ずべき事項について責任を持って対応すること。
	○３月に「神奈川県庁カスタマーハラスメント対策基本方針を策定したところ。

○障害を持つ職員の人事異動内示については、異動先の経路確認等の確認から早期化が必要との要求もあるため、改めて提案する。


県労連202５確定闘争日程
〇10月2３日（木）　県労連支部代交渉

〇10月2９日（水）　第2回幹事団交渉

〇1０月３１日（金）　県労連総決起集会

　　　　　　　　　　　18時30分から

〇11月６日（木）　　決議文手交
〇11月11日（火）　　県労連最終交渉

　　　　　　　　　　　自治労県職労拡大評議委

〇11月1３日（木）　戦術配置

